
9 月 26 日以降の新型コロナウイルス感染症の対応について 

 

9 月 26 日以降、新型コロナウイルス感染症の医療提供体制が大きく変わりました。以下は、第 74 回

新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部会議の資料の抜粋です。 

 

〈「知事メッセージ」抜粋〉 

政府は、新型コロナウイルス感染症への対応と社会経済活動の両立をより強固なものとした「Ｗｉｔ

ｈコロナに向けた新たな段階」に移行することとし、９月２６日から、全国一律で発生届の対象者を６

５歳以上の方等に限定することとしています。  

重症化リスクが低い方は、陽性が判明しても医療機関による発生届が不要となりますが、そうした方

も含めて希望する全ての方に、宿泊療養の提供や配食の手配などの支援を継続します。 

また、体調悪化時には、２４時間利用可能な電話診療を受け付けていますので、御利用ください。  

さらに、診療・検査医療機関や感染症患者の入院病床について、引き続き確保に努めていきます。  

重症化リスクが低い方は、保健所からの連絡がなくなりますので青森県自宅療養者サポートセンター

の支援を希望する場合、  

〇青森市及び八戸市に居住の方は、居住地の保健所に電話連絡を  

〇それ以外に居住し、Ｗｅｂ利用が可能な方は、青森県臨時Ｗｅｂキット検査センターのＷｅｂペー

ジから登録を  

〇また、Ｗｅｂ利用ができない方は、青森県自宅療養者サポートセンターに電話連絡を  

それぞれ各自でお願いします。  

なお、新型コロナウイルス感染症に関する全般的なお問合せは、青森県新型コロナウイルス感染症コー

センターにお電話ください。 



 

 

 

 

 



 

 

 


